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一般財団法人岐阜市未来のまちづくり財団ホームページリニューアル業務委託 

に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

  当財団のホームページは、様々な内容をカテゴリー分けして対応しているが、記事

形式で羅列されており、ユーザーが情報を探しにくい状態にあります。 

そこで、直感的に情報が探しやすく、視覚的に分かりやすいホームページにリニュー

アルすることで、当財団が実施するまちづくり推進と緑化推進の取り組みが正しく理

解され、岐阜市のまちづくりへの興味、関心がさらに高まるようなホームページへと進

化させることを目的とします。 

 

２ 業務内容 

⑴ 業 務 名 一般財団法人岐阜市未来のまちづくり財団ホームページリニューアル 

業務委託 

⑵ 業務内容 別紙業務委託仕様書のとおり 

⑶ 予定価格 ２，５００，０００円（消費税及び地方消費税含む）を上限とする。 

⑷ 契約期間 契約締結日から令和７年３月３１日まで 

⑸ 実施方法 公募型プロポーザル方式 

 

３ 参加資格 

本プロポーザルに参加するものは、次の要件を全て満たしていなければならない。 

⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

⑵ 会社更生法第１７条の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法第２１条

の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。 

⑶ プロポーザル参加表明書等の提出期限の日から契約締結の日までの間に、岐阜市競
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争入札参加資格停止措置要領に基づく参加資格停止を受けていないこと。 

⑷ 岐阜市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱第３条に規定する排除措置

の対象となるものでないこと。 

⑸ 過去１０年間（平成２６年４月以降）にホームページ作成業務（リニューアル含む）

を受託していること。 （参加表明書（様式１）に実績が分かる書類 （様式任意）を添

付すること。）なお、現在も閲覧可能であれば URL を記載すること。 

 

４ スケジュール 

(1) 募集期間      令和 6 年 7 月 ８日（月）～８月 9 日（金） 

(2) 質問受付      令和 6 年 7 月 ８日（月）～７月１９日（金） 

(3) 質問回答      令和 6 年７月２６日（金） 

(4) 参加表明書の受付  令和 6 年 7 月 ８日（月）～８月 ９日（金） 

(5) 企画提案書の受付  令和 6 年 7 月 ８日（月）～８月 ９日（金） 

(6) 審 査 日      令和 6 年 8 月２０日（火） 

(7) 契約締結      令和６年 9 月上旬 

 

５ 提出書類等 

⑴ 参加表明書 様式 1 のとおり １部 

⑵ 暴力団に関与のない旨の誓約書兼承諾書 様式２のとおり １部 

⑶ 企画提案書 様式３のとおり １部  

※企画書（様式任意）は持参又は郵送で、紙媒体にて５部 

⑷ 経費見積書 様式４のとおり １部  （見積内訳書 （様式任意）を添付すること）  

(5) 質 問 書 様式５のとおり 必要に応じて（回答は財団 HP に一括で掲載） 
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(6) 保守見積書 様式６のとおり 1 部  （リニューアル公開後、必要に応じて保守業

務委託を別途締結する予定なので、月額保守見積書を提出すること。） 

(7) 提 出 方 法 持参、郵送または E-ｍail(企画書は除く)で事務局まで提出すること。 

       ※持参の場合、平日の９時３０分～１７時とします。 

(8) 提 出 期 限 令和６年８月９日（金）〔質問書は 7 月１９日（金）〕１７時必着 

 

６ 契約候補者の選定方法等 

(1) 契約候補者の選定 

① 一般財団法人岐阜市未来のまちづくり財団ホームページリニューアル業務委

託事業者審査委員会（以下、「委員会」という。）で、評価基準に基づき能力、

企画提案内容等を評価します。 

② 委員会は審査員 3 名により組織し、非公開とします。 

③ 審査における提案者からのプレゼンテーション（説明２０分、質疑１０分）は、

参加者２名までとします。なお、日程等詳細は後日通知します。 

④ 審査員は、評価項目ごとの評価点に換算値を乗じて採点を行い、価格点を含め

た合計点を決定します。なお、提案者が 1 者のみであっても審査を行います。 

⑤ 合計点数の高い順に順位を決定します。 

なお、同点の場合は審査員の評価ごとに最も多く１位票を獲得した提案者を 

優位とします。１位票が同数の場合には、その中から２位票の多い提案者を、 

さらに２位票が同数の場合は、３位票の多い提案者を優位とします。 

⑥ ⑤で決定した順位が１位の提案者を契約候補者、２位の提案者を次点契約候補

者に選定します。 
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(2) 委員会の庶務は、岐阜市未来のまちづくり財団総務課が行います。 

(3) 評価基準 

優れている 5 点 

やや優れている    ４点  

普通         ３点  

やや劣っている    ２点 

劣っている      ０点 

(4)評価項目等 

評価項目 評価内容 評価点 換算値 配点 

理解度 業務仕様書の内容を理解しているか。 ５ ×３ １５ 

表現力 
視覚的に分かりやすいか。 ５ ×４ ２０ 

情報が正しく伝わるか。 ５ ×４ ２０ 

利便性 内容更新、情報取得が容易か。 ５ ×３ １５ 

体制等 

制作に係る体制は万全か。 ５ ×２ １０ 

制作を任せうる実績があるか。 5 ×２ １０ 

価格点 １０－〔（見積金額／予定価格）×１０〕 １０ 

 

(5)基準点・再募集 

① 契約候補者の選定に当たっては、基準点（審査員数×１００点の６０％以上）

を満たしていることが必須条件となります。 
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② 基準点を満たす提案者がいない場合や提案者がいない場合は、再募集とします。 

⑹ 審査結果の通知及び公表 

① 審査結果は、速やかに提案者宛て文書にて通知します。なお、電話等による問

い合わせには応じません。 

② 審査結果は、財団ホームページで公表します。なお、審査結果において、契約

候補者については提案者名と合計点数を明らかにし、他の提案者については匿

名で合計点数のみ公表します。 

③ 審査結果に対する異議は、一切受け付けません。 

 

７ 留意事項 

⑴ 提出書類の取り扱い 

① 採用の有無にかかわらず、提出書類は返却いたしません。 

② 募集期間終了後は、財団の同意なく提出書類に記載された内容を変更すること

は認めません。 

③ 企画提案書等は、本プロポーザルの作業に必要な範囲において、複製を作成す

ることがあります。 

④ 提出書類は、本プロポーザルの目的以外には使用いたしません。 

⑵ 失格事項 

次のいずれかに該当する場合は、失格となります。 

① 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

② 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

③ 実施要領に違反すると認めた場合 
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⑶ 著作権等 

提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、意匠権、その他法律等に基づいて保護

される第三者の権利の行使の対象となる事業手法、維持管理手法等を用いた結果、生

じた損害に係る責任は、全て提案者が負うものとします。 

⑷ 辞退 

参加表明後に辞退する場合は、参加辞退届出書（様式任意）を提出してください。 

⑸ 費用負担 

プロポーザルに要する費用は、提案者の負担とします。 

 

８ 契約手続き等 

  契約候補者選定後、財団と契約候補者は、業務仕様書の内容を協議し、プロポーザ

ルで提示した価格を超えない範囲の見積書を改めて徴します。 

  業務委託仕様書の詳細は、契約候補者がプロポーザルで提案した内容が基本となり

ますが、財団と契約候補者との協議により最終的に決定します。なお、協議が整わない

場合には、次点契約候補者と協議することとし、それ以降も同様とします。 

  これらの手続きを経た上で契約を締結し、以後受注者として従事していただきます。 

 

９ 事務局 

  〒500－8875 岐阜市柳ケ瀬 1 丁目 12 番地 岐阜中日ビル 2 階 

  一般財団法人岐阜市未来のまちづくり財団 総務課 

  担当：藤井、陸田 

  TEL：０５８－２６６－１３７７  FAX：０５８－２１５－７１５５ 

  E-mail：info@gifu-mirai.org 


